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株式会社アリマックス 定款 

 

第１章 総 則 

（商号） 

第１条 当会社は、株式会社アリマックスと称する。 

（目的） 

第２条 当会社は、次の事業を行うことを目的とする。 

⑴ 介護保険法に基づく次の各号に規定する事業 

① 居宅介護支援事業 

② 介護予防支援事業 

③ 居宅サービス事業 

④ 第１号訪問事業 

⑤ 第１号通所事業 

⑥ 地域密着型サービス事業 

⑦ 施設サービス事業 

⑵ 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づ

く次の各号に規定する事業 

① 障害福祉サービス事業 

② 地域生活支援事業 

③ 移動支援事業 

④ 障害者支援施設の経営 

⑤ 一般相談支援事業 

⑥ 特定相談支援事業 

⑶ 児童福祉法に基づく次の各号に規定する事業 

① 障害児通所支援事業 

② 障害児相談支援事業 

③ 障害児入所施設の経営 

⑷ 一般乗用旅客自動車運送事業（福祉輸送事業限定） 

⑸ 道路運送法に基づく自家用自動車有償運送事業 

⑹ 家事サービス業 

⑺ 前各号に附帯又は関連する一切の事業 

（本店所在地） 

第３条 当会社は、本店を札幌市に置く。 

（公告方法） 
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第４条 当会社の公告は、官報に掲載する方法により行う。 

 

第２章 株 式 

（発行可能株式総数） 

第５条 当会社の発行可能株式総数は、１０万株とする。 

（株券の不発行） 

第６条 当会社の発行する株式については、株券を発行しない。 

（株式の譲渡制限） 

第７条 当会社の発行する株式の譲渡による取得については、代表取締役の承

認を受けなければならない。ただし、当会社の株主に譲渡する場合には、

承認をしたものとみなす。 

（基準日） 

第８条 当会社は、毎年６月末日の最終の株主名簿に記載又は記録された議決

権を有する株主をもって、その事業年度に関する定時株主総会において権

利を行使することができる株主とする。 

２ 前項のほか、必要があるときは、あらかじめ公告して、一定の日の最終

の株主名簿に記載又は記録されている株主又は登録株式質権者をもって、

その権利を行使することができる株主又は登録株式質権者とすることがで

きる。 

（株主の住所等の届出） 

第９条 当会社の株主及び登録株式質権者又はその法定代理人若しくは代表者

は、当会社所定の書式により氏名又は名称、住所及び印鑑を当会社に届け

出なければならない。 

２ 前項の届出事項を変更したときも、同様とする。 

 

第３章 株主総会 

（招集時期） 

第１０条 当会社の定時株主総会は、毎事業年度の終了後３か月以内に招集し、

臨時株主総会は、必要がある場合に招集する。 

（招集権者） 

第１１条 株主総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表取締役が招

集する。 

（招集通知） 

第１２条 株主総会の招集通知は、当該株主総会で議決権を行使することがで

きる株主に対し、会日の５日前までに発する。 

（株主総会の議長） 
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第１３条 株主総会の議長は、代表取締役がこれに当たる。 

２ 代表取締役に事故があるときは、当該株主総会で議長を選出する。 

（株主総会の決議） 

第１４条 株主総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、

出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数をもって行

う。 

（議事録） 

第１５条 株主総会の議事については、開催の日時及び場所、出席した役員並

びに議事の経過の要領及びその結果その他法務省令で定める事項を記載又

は記録した議事録を作成し、議長及び出席した取締役がこれに署名若しく

は記名押印又は電子署名をし、株主総会の日から１０年間本店に備え置く。 

 

第４章 取締役及び代表取締役 

（取締役の員数） 

第１６条 当会社の取締役は、１名以上５名以内とする。 

（取締役の資格） 

第１７条 取締役は、当会社の株主の中から選任する。ただし、必要があると

きは、株主以外の者から選任することを妨げない。 

（取締役の選任） 

第１８条 取締役は、株主総会において、議決権を行使することができる株主

の議決権の３分の１以上を有する株主が出席し、その議決権の過半数の決

議によって選任する。 

（取締役の任期） 

第１９条 取締役の任期は、選任後５年以内に終了する事業年度のうち最終の

ものに関する定時株主総会の終結の時までとする。 

（代表取締役） 

第２０条 当会社の取締役が１名の場合はその者が代表取締役となり、取締役

が２名以上の場合は、取締役の互選によって代表取締役１名を選定する。 

 

第５章 計 算 

（事業年度） 

第２１条 当会社の事業年度は、毎年７月１日から翌年６月末日までの年１期

とする。 

（剰余金の配当） 

第２２条 剰余金の配当は、毎事業年度末日現在の最終の株主名簿に記載又は

記録された株主又は登録株式質権者に対して行う。 
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（配当の除斥期間） 

第２３条 剰余金の配当がその支払の提供の日から３年を経過しても受領され

ないときは、当会社は、その支払義務を免れるものとする。 

 

第６章 附 則 

（設立に際して出資される財産の価額及び成立後の資本金の額） 

第２４条 当会社の設立に際して出資される財産の価額は、金３００万円とす

る。 

２ 当会社の成立後の資本金の額は、金３００万円とする。 

（最初の事業年度） 

第２５条 当会社の最初の事業年度は、当会社成立の日から令和４年６月末日

までとする。 

（設立時取締役） 

第２６条 当会社の設立時取締役は、次のとおりである。 

設立時取締役  多田翔平 

設立時取締役  多田明子 

設立時取締役  熊木道代 

（発起人の氏名ほか） 

第２７条 発起人の氏名、住所及び設立に際して割当てを受ける株式数並びに

株式と引換えに払い込む金銭の額は、次のとおりである。 

札幌市北区北２９条西４丁目２番１―６１０号 

発起人 多田明子  １０万株金３００万円 

（法令の準拠） 

第２８条 この定款に規定のない事項は、全て会社法その他の法令に従う。 

 

 以上、株式会社アリマックス設立のため、発起人多田明子の定款作成代理人

である行政書士加藤真吾は、電磁的記録である本定款を作成し、これに電子署

名する。 

 

令和３年５月１１日    

発起人  多田明子 

 

上記発起人の定款作成代理人 

札幌市清田区清田６条１丁目７番３１号 

行政書士加藤真吾事務所 電話番号 011-887-6164 

行政書士 加藤真吾   登録番号 第 15010806号 


